
ドライブレコーダー協議会「表示ガイドライン」

協議会に寄せられたご意見・ご要望から、

消費者の購入検討時の判断の一助になることを目的として、

製造メーカー・販売者にパッケージ（およびWeb上での記載）への

表示についてのガイドラインを参考として示します。

注）このガイドラインは推奨の必要記載項目すべてを網羅するものではありません。



①画角の表記については、映像の歪み方がイメージしやすいように、「水平」「垂直」を記載。

「対角」も列挙が望ましい。 実際に記録された映像データの画角を記載。レンズ画角/記録画角の種別を明記の事。

②画素数については、撮像素子（CMOS）の画素数ではなく、実際に記録される映像データの

画素数を記載。 撮像素子の画角および実際に記録されるデータの画角の両方の列挙が望ましい。

③常時録画（連続記録）の表記は、ファイル間の欠落がない映像記録が可能な場合のみ表記。

④記録方式を明記。（推奨記載名称⇒「常時録画」「イベント記録」「手動録画」「常時+イベント」）

⑤音声記録の有無。有の場合はON/OFFの記載も必要。

⑥GPSおよびGセンサーの搭載・非搭載を明記。
Gセンサー搭載の場合は、その設定の段階数もしくは単位を合わせて明記。

⑦記録映像ファイル形式を明記。

⑧保安基準の取付要件を購入前に図解により確認できる事。
また取付アームを含めた全高と取り付け方を記載の事。

⑨製品の保証期間を明記。協議会推奨としては購入後1年間の製品保証期間を付与する事。
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表示ガイドライン記載例

【パッケージ（Web）記載例】 【フロントガラス取付時の保安基準要件記載例】

注）直感的に理解しやすく、誤解を招かないよう、図解・イラストを記載の事。
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